
別 紙 

自動車運送事業に係る交通事故要因分析報告書（概要） 

 

 

１．事業用自動車の交通事故発生状況 

平成 17 年中の交通事故のうち、バス、タクシー（以下ハイヤーも含む）、及びトラッ

クが第一当事者となった事故件数は 68,409 件（対前年比 375 件増）、死者数は 740 人（同

９人増）、負傷者数は 85,248 人（同 48 人減）となっています。 

バス事業者による事故では、バスの車内で発生した事故が 1,231 件（32.1％）に上り、

このうち車内事故の負傷者は 65 歳以上の高齢者が 771 人（55.5％）に上ります。また、

車内事故が発生する状況は「発進時」が 36.6％と最も多く、次いで「急停止時」が 16.7％

となっています。 

タクシー事業者による事故では、出会い頭事故が 6,587 件（23.7％）に上り、二輪車

（自転車含む）相手の事故が 47.7％を占めています。 

トラック事業者による事故では、追突事故が 18,323 件（49.8％）に上り、このうち大型貨

物車による追突事故が 38.2％を占めています。 

 

２．運輸支局の調査員による事故事例の収集・分析 

運輸支局調査員により、主にバスの車内事故、タクシーの出会い頭事故及びトラックの

深夜・早朝時の追突事故を対象として、全国 88 件の事故を調査し、このうち、特徴的な

事故 16 事例について検討会で個別に詳細分析を行いました。 

 

バ  ス…車内事故、旅客乗降時の事故 ６事例 

タクシー…出会い頭の事故、前方不確認による右折衝突事故 ５事例 

トラック…深夜・早朝時の追突事故 ５事例 

 

バスの車内事故を防止するためには、バス事業者は、利用者に対して、バスが完全に停

止してから降車口へ向かう事を徹底していただく等の啓発活動を行い、機会あるごとに車

内の安全確保（つり革、手すり等を掴める状態での乗降等）に理解を求めることが必要で

す。また、ノンステップバスに関して、中扉から後ろの席に行くために段差があること等

から、運用方法等において高齢者が安全に利用するための配慮が望まれます。 

タクシーと二輪車・自転車の出会い頭の事故を防止するためには、当該車両及び二輪

車・自転車双方の運転者は、交差点進入時に十分な減速と左右の安全確認を行うとともに、

 2



 3

運行管理者は、事故事例の要因を分析して運転者講習に活用すること、運転者の適性診断

結果、ドライブレコーダーに記録された映像等を活用して指導すること等が望まれます。 

トラック運転者の過労運転を防止するためには、運行管理者は、労働時間に係る基準に

従った運行計画の策定、点呼による運転者の健康状態等の把握、運転者の勤務時間等の適

正管理等の関係法令を遵守する必要があります。また、大型トラックの追突死亡事故（危

険認知速度 80km/h 以上）は、平成 15 年の 30 件から平成 17 年は 15 件に減少しており、

平成 15 年 9 月より導入された大型車へのスピードリミッタ装着義務付けの効果が出てい

るものと推測されます。今後、より一層の交通事故削減のために、大型トラックの衝突被

害軽減ブレーキの早期普及が望まれます。 

 

  

 ３．バスの車内事故を防止するための安全対策の提言 

要因分析検討会の中でバス分科会を設け、バス事業者、自動車メーカー等関係者が連携

して、バス車内事故防止に取り組むことが望ましい具体的な対策を提言としてとりまとめ

ました。（詳細は別添参照） 



別 添 

バスの車内事故を防止するための安全対策の提言（概要） 

 

１．平成 17 年のバス事業者による事故の特徴 

・バス事業者による事故の約３割はバスの車内で発生 

・バスの車内事故の負傷者は 65 歳以上の高齢者が過半数 

・車内事故が発生する状況は、「発進時」が 36.6％と最も多く、次いで「急停止時」が

16.7％ 
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車両単独(車内
事故を除く)

 391件
（10.2%）

人対車両

駐停車中
60件

（4.9%）

加速
55件

（4.5%）

その他
28件

（2.3%）

右左折
68件

（5.5%）

減速
170件

（13.8%）

等速
194件

（15.8%）

急停止
206件

（16.7%）

発進
450件

（36.6%）

 

 
出典：（財）交通事故総合分析センター 

 

２．車内事故の発生要因等 

バスの利用者（乗客）となる高齢者は、降車動作に時間がかかるため周囲に迷惑をか

けると思い、バス停に到着するより数秒早く立ち上がり、走行中に移動を開始し、転倒

したり、また、発進時、本線車線への合流で方向指示器を出して発進を待っている時に、

高齢者が前の席に移動しその間にバスが発進して移動中の高齢者が転倒する事故が多く

見られます。一方、高齢者等の声を通して公共交通機関利用時の身体的負担や心理的な

不安を理解し、利用者の視点をもって接遇したいという事業者も増えています。 

 

３．バス車内事故未然防止対策の視点：安全文化の構築 

高齢者のバス利用と社会参加を促進するためにも、バスの車内事故防止を安全文化と

して構築することが必要です。安全文化構築のキーワードは、ゆとりの文化、バスの優

先走行等の公共性の尊重、車両開発技術とりわけユニバーサルデザインの普及です。 

第１の視点  ゆとりの文化 

バス利用に関しては、高齢者がゆとりをもって乗降車することを社会全体が当然のこ

ととして容認しなくてはいけません。運転者教育と、市民の同意と協力が必要です。 

第２の視点  公共性の尊重 

運転者が急ブレーキや急ハンドル操作をしないですむように、バスへの無理な追い越

570件
（14.9%）

車両相互
1,641件
（42.8%）

バス車内事故
1,231件
（32.1%）

65歳以上

771件

（55.5%）

55～64歳

218件

（15.7%）

45～54歳

101件

（7.3%）

35～44歳

114件

（8.2%）

～34歳

184件

（13.3%）

（n=3,833） 

バス事故に占める車内事故件数の割合 

（n=1,388）

車内事故による負傷者数の年代別割合
（n=1,231）

行動類型別バス車内事故件数 
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しや割り込みの禁止や、バス優先通行の拡大を図り、バス走行優先のルールの確立が必

要です。 

第３の視点  ユニバーサルデザインの普及 

利用者に優しいユニバーサルデザインの視点を大幅に取り入れたバスの開発、普及が

重要です。 

 

４．安全対策の提言 

バス事業者、自動車メーカー等関係者が連携して、バスの車内事故防止に取り組むこ

とが望ましい具体的な対策を提言としてとりまとめました。 

提言では、車内事故防止のために、 

（１）バス事業者は、ゆとりある乗降を可能とする運行ダイヤを組み、利用者に不安定

な姿勢を誘発する車内での現金扱いや両替を減らすため、カード方式の積極的な普

及を促進させる等により、利用者に対して乗降を急がせないこと、 

（２）運転者は、利用者に走行中に席を移動しないこと等の注意を促すとともに、利用

者が着席してから発車するよう努めること、車内アナウンスやステッカー等により

利用者への事故防止の啓発に努めること、 

（３）利用者は、走行中の車内移動の危険性を認識し、バス走行中において席を立たな

いとともに、立席の場合は手すりを使用すること、 

（４）自動車メーカーは、ノンステップバスの普及、促進を図るとともに、車内事故事

例で問題点が明らかになった点について、技術的検討や設置基準の検討を行うこと、 

等を掲げています。 

 

５．安全対策に関わるアクションプラン：「バス車内事故防止キャンペーン」等 

提言内容を強力に推進するための具体的な取り組みをアクションプランとして整理し

ました。 

アクションプランは第一、第二、第三の順に実行することとし、第一、第二について

は平成 19 年度中に着手し、５年以内に全ての取組みに着手します。これらの取組みを通

じてバス車内事故の撲滅を目指し、ひいてはバスの交通事故の削減を目指します。 

（１）第一のアクションプラン：バス事業者面、運転者面の対策 

バス事業者は、ＰＤＣＡサイクルの「Ｐ」として、車内事故の削減目標とその計画を

明らかにし、提言を踏まえた対策を行うことが望まれます。 

（２）第二のアクションプラン：利用者面の対策（利用者の車内事故防止に関する協力） 

高齢者がゆとりをもって乗降車することを社会全体が当然のこととして容認するため

に、バスの車内事故の実態と背景、安全文化の構築に向けたメッセージについて、バス

事業者は利用者に向けて情報発信します。 
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具体的には、利用者への注意喚起等全国規模の取り組みを行う必要があるものについ

て、社団法人日本バス協会や会員事業者等が連携して「バス車内事故防止キャンペーン」

を同年度中に開催する予定です。 

（３）第三のアクションプラン：車両面の対策 

国土交通省自動車交通局では、標準仕様ノンステップバスに補助金を重点化して交付

し、安全性及び利便性の高いノンステップバスの普及がより一層推進されるよう、標準

仕様ノンステップバスの認定制度を創設し、平成 16 年１月 19 日から開始しています。

今後、ノンステップバスの普及率を更に上げることが強く望まれます。 

本提言における標準仕様以外の内容については、今後更なる検討が必要な対策もあり、

車内事故事例で問題点が明らかになった以下の点については、今後、技術的検討や設置

基準の検討を行う事が望まれます。 

・扉挟み込み防止センサー等の最適化 

・識別しやすい扉操作スイッチの開発（扉スイッチの仕様の統一） 

・開扉発車防止装置の改良 

・モニターカメラ等を設置する自主基準の作成 

 

 



参考１  

自動車運送事業に係る交通事故要因分析事業の検討フロー

交通事故の発生

警 察 に よ る 事 故 捜 査

交通事故総合分析センター

国土交通省による取組み

走
行
環
境
面

自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
け
る

安
全
対
策
の
強
化

道
交
法
等
に
基
づ
く
通
報

事故データ等

車両データ等
各種クロス
集計結果等

自動車運送事業の事故の防止・輸送の安全確保

①バスの車内事故、旅客乗降時の事故
（低床バスを優先）

②ハイヤー及びタクシーの事故
（出会い頭、右折時衝突）

③トラックの深夜・早朝時の追突事故

④その他自動車運送事業者に対する運行管理
等に係る指導 又は、事業用自動車の構
造・装置の検討を行う上で調査が必要と判
断した事故

①バスの車内事故、旅客乗降時の事故
（低床バスを優先）

②ハイヤー及びタクシーの事故
（出会い頭、右折時衝突）

③トラックの深夜・早朝時の追突事故

④その他自動車運送事業者に対する運行管理
等に係る指導 又は、事業用自動車の構
造・装置の検討を行う上で調査が必要と判
断した事故

・事故情報及び分析情報等に基づく事故要因の分析、
問題点の考察
‥問題点を【運転者面】、【車両面】、【走行環境

面】、【運行管理面】の４M＊に整理して考察
(４M＊：Man,Machine,Media,Management)

・事故防止対応策等の検討
・バスの車内事故を防止するための提言

・事故情報及び分析情報等に基づく事故要因の分析、
問題点の考察
‥問題点を【運転者面】、【車両面】、【走行環境

面】、【運行管理面】の４M＊に整理して考察
(４M＊：Man,Machine,Media,Management)

・事故防止対応策等の検討
・バスの車内事故を防止するための提言

・運行管理の充実
・車両の安全性向上等

・運行管理の充実
・車両の安全性向上等

ミクロ分析
運輸支局調査員による事故事例詳細調査

バスの車内事故を防止する
ための調査

バスの車内事故を防止する
ための調査

車
両
構
造
面

運
転
者
面

運
行
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の
改
善

車
両
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化
等

特別調査
安全対策の実効性を高めるため
の新たな取組み

自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会
（行政機関、産業界、学識経験者で構成）

自動車運送事業の具体的な安全対策への活用

マクロ分析
過去数年間の事業用自動車の事故発生傾向の分析

重 大 事 故 を
ひき起こした
運 送 事 業 者

重
大
事
故
の
報
告
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参考２  

 

検討会の委員（順不同・敬称略） 
 

座 長 堀野 定雄 神奈川大学工学部助教授 

 

委  員 相川 春雄 社団法人日本バス協会安全輸送委員会委員 

 

 〃 安藤 弘一 社団法人全日本トラック協会交通対策委員会委員代理 

 

 〃 伊藤 恒篤 損害保険料率算出機構自賠責保険センター損害調査部長 

 

 〃 榎元 紀二郎 社団法人全国乗用自動車連合会交通事故防止委員会委員 

 

 〃 小野 古志郎 財団法人日本自動車研究所研究主幹 

兼 財団法人交通事故総合分析センター主任研究員 

 

〃 酒井 一博 財団法人労働科学研究所常務理事・研究主幹 

 

 〃 清水 勝一 独立行政法人自動車事故対策機構理事（事故防止担当） 

 

 〃 関  政治 全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局長 

 

 〃 園  高明 財団法人日弁連交通事故相談センター常務理事 

 

〃 柳生 宜秀 社団法人日本自動車整備振興会連合会常務理事 

 

 〃 山口  秀二 社団法人日本自動車工業会安全・環境技術委員会安全部会 

副部会長 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 杉浦 秀明   社団法人日本自動車工業会大型車部会長 

 
 

行 政：警察庁交通局交通企画課 

    国土交通省道路局地方道・環境課道路交通安全対策室 

         自動車交通局総務課安全監査室（事務局） 

旅客課、貨物課、保障課、技術企画課、整備課 
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